
都
市
公
園
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
要
綱

第
一

地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
都
市
公
園
の
配
置
の
基
準
を
当
該
公
園
を
利
用
す
る
者
が
容
易
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
配
置
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
関
係
）

第
二

災
害
時
に
広
域
的
な
災
害
救
援
活
動
の
拠
点
と
な
る
も
の
と
し
て
国
が
設
置
す
る
都
市
公
園
の
配
置
、
規
模
、
位
置
及

び
区
域
の
選
定
並
び
に
整
備
に
関
す
る
技
術
的
基
準
を
定
め
る
こ
と
。

（
第
三
条
関
係
）

第
三

公
園
施
設
に
つ
い
て
、
都
市
公
園
ご
と
に
、
地
方
公
共
団
体
が
条
例
で
定
め
る
休
養
施
設
、
遊
戯
施
設
、
運
動
施
設
及

び
教
養
施
設
並
び
に
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
休
養
施
設
、
遊
戯
施
設
、
運
動
施
設
及
び
教
養
施
設
を
新
た
に
公
園
施
設
に

加
え
る
こ
と
。

（
第
四
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
関
係
）

第
四

占
用
物
件
に
つ
い
て
、
都
市
公
園
ご
と
に
、
地
方
公
共
団
体
が
条
例
で
定
め
る
仮
設
の
物
件
又
は
施
設
及
び
国
土
交
通

大
臣
が
定
め
る
仮
設
の
物
件
又
は
施
設
を
新
た
に
占
用
物
件
に
加
え
る
こ
と
。

（
第
十
二
条
第
十
号
関
係
）

第
五

地
方
公
共
団
体
が
条
例
で
定
め
る
仮
設
の
物
件
又
は
施
設
及
び
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
仮
設
の
物
件
又
は
施
設
の
占

用
の
期
間
及
び
占
用
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
こ
と
。

（
第
十
四
条
第
三
号
及
び
第
十
六
条
第
九
号
関
係
）

第
六

そ
の
他
、
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。



第
七

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

（
附
則
関
係
）


